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指定文化財等災害復旧補助金制度の期間延長を求める請願 

 

 東日本大震災により，桜川市真壁地区の登録有形文化財

は，大きな被害を受けたが，県の配慮により指定文化財等災

害復旧補助金制度が創設され，所有者の多くが保存に前向き

になり，これまで登録有形文化財のうち 55棟が修理を終え，

17 棟が修理工事を実施しているところである。 

 しかしながら，業者に見積もりを依頼しても，業者から見

積もりが届かず，15 棟の登録有形文化財が未着手のままに

なっている。 

業者によると，被災直後の資材不足，その後の職人の不足

により，思うように工事が進まず，新たな修理まで手が回ら

ないとのことであり，未だにブルーシートがかかったままの

登録有形文化財も多く見られる。 

市役所からの説明によると，この補助制度は平成 27 年度

までと期限が限定されており，残すところ，あと１年７か月

となっており，補助を受けられないため取り壊される物件が

出てくることが懸念される。 

このような中，登録有形文化財は，所有者だけでなく，す

べての国民が未来にわたって共有すべき貴重な財産であり，

これらを後世に伝えていくためにも，その価値を減ずること

なく，復旧しなければならないことから，下記事項について

請願する。 

記 

１ 指定文化財等災害復旧補助金を平成 28年度以降におい 

ても継続すること。 
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